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岡山県における教育職員免許法特例による『介護等体験』に係る 
 

         社会福祉施設等受入れ調整事業実施要綱（令和８年度版） 

 

                                            社会福祉法人  岡山県社会福祉協議会             

  

１．趣 旨 

   「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」（平成

９年法律第９０号）により、教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重

要性にかんがみ、教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から、小学校及び中学校の

教諭の普通免許状取得希望者に対し介護等の体験が義務付けられた。介護等体験の円滑な推進を図

るため、岡山県社会福祉協議会が行う岡山県内の社会福祉施設や老人保健施設等（以下「社会福祉

施設等」という。）における受入調整について必要な事項を定める。 

 

 ２．実施主体 

   社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会（福祉人材センター） 

 

 ３．対象者 

   (1)原則として、岡山県内に所在する大学等に在籍する学生で、小学校及び中学校教諭の普通免許

状を取得しようとする者 

   (2)本県以外の大学等に在籍する学生で、学生の居住地・帰省先が岡山県内である者（通信教育課

程の学生を含む） 

   ※上記(1)(2)の対象者数が対象施設の受入可能人数を上回る場合は､最終学年の学生を優先します｡ 

 

 ４．介護等体験の実施施設 

  受入対象となる施設は、法令に根拠を有する下記の施設とします。 

  (1) 社会福祉施設（保育所を除く社会福祉施設） 

  (2) その他の施設（老人保健施設、指定国立療養所等） 

 

 ５．介護等体験の期間等 

  (1) 原則として連続した５日間とします。 

  (2) １日当たりの介護等体験の時間は、概ね５～６時間程度とします。 

    但し、受入施設の用意する介護等体験の内容によっては、この限りではない場合があります。 

 

 ６．介護等体験の内容 

 体験は、介護等の体験を行う者の知識・技能の程度に応じ、以下に例示するような無理のない内 

容とします。尚、福祉施設が主催する行事等についても介護等体験の範囲に含むこととします。 

    ① 高齢者、障害者及び児童に対する介護、介助 

    ② 高齢者、障害者及び児童の話し相手 

    ③ 散歩の付添いなどの交流等の体験 
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    ④ レクリエーションや運動会等の行事の手助け 

    ⑤ 掃除や洗濯といった、障害者等と直接接するわけではないが、受入れ福祉施設の職員に必要 

とされる業務の補助など 

 

 ７．岡山県社会福祉協議会の主な調整業務 

  (1) 大学等からの「申込書」の受付 

① 大学等で一括して取りまとめた「申込書」を受付け、社会福祉施設等の受入調整作業に備えま

す。 

   ② 学生が社会福祉施設等または岡山県社会福祉協議会に直接申し込んだ場合は、大学等に連絡し、

大学等を経由して本会に申し込むこととします。 

  (2) 社会福祉施設等からの『年間受入計画書』の受付 

   ① 岡山県社会福祉協議会は管内の社会福祉施設等に『年間受入計画書』の提出を依頼します。 

   ② 社会福祉施設等から提出された『年間受入計画書』にもとづき調整作業に備えます。 

  (3) 調整、通知事務 

    大学等の「申込書」と社会福祉施設等の『年間受入計画書』をもとに、調整を行い、結果は大学 

等と受け入れる社会福祉施設等に通知します。 

※但し、調整及び通知は、前期（7月から10月体験希望者）と後期（11月から2月体験希望者）に

分けて実施します。  

※調整にあたって学生は、体験時期、施設の種別、地域等の希望を提出することとします。ただ

し、関係施設の受入状況等によっては、必ずしも希望通りの調整にならないことを了承するもの

とします。 

  (4) 基本台帳の作成、保管 

    大学等からの申し込みのあった学生については、「基本台帳」を作成し、一定期間保管します。 

 

 ８．社会福祉施設等の主な業務 

  (1)『年間受入計画書』の作成 

    社会福祉施設等は、岡山県社会福祉協議会からの依頼により、『年間受入計画書』を作成し、 

岡山県社会福祉協議会に送付してください。 

(2) 介護等体験の時間 

１日あたりの介護等体験の時間は、概ね５～６時間程度とします。（体験施設によって異なりま

す。） 

 (3)「証明書」の発行 

    福祉施設長は、介護等体験をしたことを証明するため、所定の証明書に施設長名を記入捺印した 

上、本人に交付してください。 

  (4) 介護等体験終了報告の提出 

    福祉施設長は、介護等体験の終了報告を岡山県社会福祉協議会に提出してください。 

  (5) 体験費用の受領 

    介護等体験に伴う体験費用を岡山県社会福祉協議会より受領してください。 
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 ９．大学等の主な業務 

  (1) 学生からの「申込書」の受付 

    大学等は、学内の学生から介護等体験を受けたい旨の希望を聴取し、希望する学生については本 

人から「申込書」の提出を求めてください。 

    (2) 「申込書」の取りまとめ・送付 

      ①「介護等の体験」の申し込みにあたっては、あらかじめ大学等において学生からの希望をとり 

まとめ、大学等で一括して申し込むものとします。 

② 大学等は、学生からの希望をとりまとめるにあたっては、５日間連続とし、特定の時期に集中 

することのないようあらかじめ年間を通して調整してください。 

③ 大学等は、本制度の対象学生のうち、帰省先を持つ学生についてはできるだけ帰省先で実施す

るよう、あらかじめ大学等で実施するオリエンテーション等において指導してください。 

  (3) 学生に対するオリエンテーション等での指導 

    大学等は、岡山県社会福祉協議会からの調整結果の報告を受け、当該学生に、オリエンテーショ 

ン等を通じ、介護等体験実施のための指導と援助を行ってください。特に、介護等体験の趣旨・目

的意識を明確にし、体験に入る前の心構えやマナー、施設利用者のプライバシーの保護、ＳＮＳへ

の不用意な書き込みに対する注意喚起等基本的な事項について事前に指導してください。 

    (4) 介護等体験の変更及び辞退について 

介護等体験の実施施設及び期日については、施設の受入れ準備の都合等もあり、原則として変更 

できません。しかし、やむを得ない事情により変更もしくは辞退する場合は大学を通じ、速やかに

実施予定施設及び本会に連絡をとることとします。その際、本会あてに「介護等体験変更届」もし

くは「介護等体験辞退届」を提出してください。 

 

 １０．介護等体験の費用 

  (1) 社会福祉施設での介護等体験に要する費用をあらかじめ大学等において学生から徴収し、岡山県 

社会福祉協議会より「受入決定通知書」が届いた後、指定する銀行口座に一括して払い込むものと 

します。介護等体験の費用は調整費用も含め学生一人につき１日 １，５００円とします。 

      ※ 「受入決定通知書」を送付した後、介護等の体験を辞退した場合も調整費用（学生一人につき 

１日１，５００円のうちの５００円）は岡山県社会福祉協議会へ払い込むものとします。 

      ※ 受入決定後の費用の取扱いは、次のとおりとします。 

①施設からの受入辞退により体験が困難となり、他の施設へ再調整した場合 

 受入辞退施設に対する体験費用、調整費用ともに発生しません。 

新たに調整した受入施設への体験費用、調整費用のみ徴収します。 

②学生の申し出により介護等体験を辞退する場合 

 調整費用500円×体験を予定していた日数分を徴収します。 

 体験費用については、全額返金します。 

※返金における振込手数料は、岡山県社会福祉協議会が負担します。 

  (2) 社会福祉施設等への介護等体験に要する費用 （学生一人につき１日１，５００円のうちの 

１，０００円）は、社会福祉施設から介護等体験終了の報告があった後、岡山県社会福祉協議会 

から当該社会福祉施設等が指定する銀行口座に一括して払い込むものとします。 
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 (3) 学生が介護等体験時に社会福祉施設等が提供する昼食費をとる場合は、学生による実費負担とし、

当該社会福祉施設等が直接本人から徴収します。その他、受入施設に通う交通費、健康診断・細菌

検査に関する費用等諸経費につきましても学生の負担とします。 

 

 １１．介護等体験に伴う事故・感染症等への対応 

(1) 介護等体験に伴い想定される事故等に対応した保険については、派遣する大学等で対応とします。

   事故及び感染症等が発生した場合は、大学等と社会福祉施設等でこの対応にあたるとともに、速や

   かに岡山県社会福祉協議会へ連絡するものとします。 

  (2)大学や社会福祉施設等で実施するオリエンテーションにおいて、事故や感染症予防に関する指導

を行うこととします。特に感染症については、受入施設には感染症に対する抵抗力や免疫力の低い

利用者がいることを学生に認識させ、感染症予防に万全を期すように注意を促してください。 

  (3) 学生は、社会福祉施設等での介護等体験申し込みにあたっては、利用者等の健康管理のため、健

康診断書（当該年度）のコピーを受入施設へ送付するものとします。 

     なお、前記以外の書類の提出を求められた場合、これに従うものとします。 

  (4) 感染症への対応として、学生には、日頃からうがい、手洗い及び手指の消毒等、感染対策を徹底

させてください。学生または同居家族が万一、発熱、下痢及び風邪等の症状がある場合、体験に行

かず、学校及び受入施設へ連絡するようご指導ください。また、日常生活の活動上接触のある方が、

感染している状況が明らかな場合、体験に行かず、学校及び受入施設に連絡するようご指導くださ

い。 

体験中に発熱等が確認された場合には、速やかに体験を中止し、医療機関を受診し、その結果を

学校と受入施設に必ず連絡してください。 

 

  １２．個人情報の取り扱いについて 

  本事業に係る個人情報は、本事業の運営にのみ利用することとし、「社会福祉法人岡山県社会福祉 

協議会 個人情報保護規程」に基づき適正に管理します。 

 

  １３．関係法令等 

      ① 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」（平成

９年法律第９０号、平成９年６月１８日） 

      ② 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規

則」（平成９年文部省令第４０号、平成９年１１月２６日） 

      ③ 「文部省告示第１８７号」（平成９年１１月２６日） 

      ④ 介護等体験の制度開始時の施行通達（「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員

免許法の特例等に関する法律等の施行について」（文部事務次官通達、平成９年１１月２６日文教教

第２３０号） 

      ⑤ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律の施行 

について（依頼）」 （文部省教育助成局教職員課長通知、平成９年１２月３日） 

     ⑥ 「『小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律』等の

施行について」（厚生省社会・援護局長通知、平成９年１２月１８日） 

      ⑦ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則
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の一部を改正する省令等の施行について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長通知、平成１８年

９月２９日 １８文科初第６８１号） 

      ⑧ 「令和２年度における介護等体験の実施にあたっての留意事項について（通知）」（文部科学省総

合教育政策局教育人材政策課長通知、令和２年４月３日） 

      ⑨ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則

の一部を改正する省令等の施行について（通知）」（文部科学省総合教育政策局長通知、令和２年８

月１１日） 

      ⑩ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則

の一部を改正する省令等の施行について（通知）」（文部科学省総合教育政策局長通知、令和３年４

月１３日３文科教第２０号） 

      ⑪ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則

に掲げる施設に準ずる施設を指定する件を廃止する件」（令和３年４月１３日、文部科学省告示第66

号） 

      ⑫ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則

附則第二項の規定により読み替えられた同令第三条第一項に規定する文部科学大臣が定める者」（令

和２年８月１１日文部科学大臣決。令和４年３月２５日最終改正） 

      ⑬ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則

の一部を改正する省令等の施行について（通知）」（文部科学省総合教育政策局長通知、令和４年３

月２５日３文科教第１３９８号） 

     ⑭「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について（通知）」（文部科学省総合教

育政策局長通知、令和５年２月２８日４文科教第１６３８号） 

     ⑮「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護等体験の実施における特例措置の終了について（周

知）」（文部科学省総合教育政策局教育人材政策課周知、令和６年10月23日） 

 

 


